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令和 3年 5月 12 日 

 

『先端消費者法問題研究［第２巻］－研究と実務の交錯－』を刊行 
 

 

本学行政政策学類中里真・山﨑暁彦は、2015 年から東北各地の消費者問題に

関わる研究者や弁護士・相談員・行政職員と共同研究を行っています。 

そしてこの度、その成果として、研究と実務双方の視点を含む書籍を刊行し

ました。同書では、自動運転、メーカー保証、墓地契約、近年の法改正の状況

のほか、東北地方初の差止請求訴訟など最新の消費者法領域に関わる問題を扱

っています。 

 

 不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するため、契約条項や勧誘行為の差止

請求権を訴訟で行使するための適格性を有する消費者団体を「適格消費者団体」

といい、令和 3（2021）年 3 月末現在で全国 21 団体が存在しています。適格消

費者団体になるためには、内閣総理大臣の認定を受けることが必要で、NPO 法人 

消費者市民ネットとうほく（ネットとうほく）は、平成 29（2017）年 4 月に東

北地方で初めて適格消費者団体に認定されました。そのネットとうほくでは、

任意の活動として、平成 27（2015）年から、東北各地の消費者問題に関わる研

究者や弁護士・相談員・行政職員に広く呼びかけて「消費者被害事例ラボ」と

いう共同研究を行っています。 

 この活動は、遠距離に位置する大学の研究者と実務家らが定期的に集まり互

いに研鑽を図っていること、同活動が世の中へ広く発信されていることなどが

評価されて、令和元（2019）年に第 4 回津谷裕貴・消費者法実践賞を受賞しま

した。 

 この共同研究には、本学行政政策学類准教授山﨑暁彦と同中里真が参加して

おり、定期的に、消費者被害事例・消費者関係法規（消費者契約法・特定商取

引法・景品表示法他）について適格消費者団体の行った差止事例・差止判決な

どの題材を検討しています。本書はそこでの議論を踏まえた成果をまとめたも

ので、最近話題となっている自動運転の実用化によって生じた事故での賠償責

任の所在などの理論的解明と法的課題の提起のほか、東北地方で多発した消化

器の不当勧誘に伴う販売に対してネットとうほくが提起した初の差止請求訴訟

（仙台地判令和 3年 3月 30 日）がどのようにして具体的に法や条項を適用して

きたのかの解説などを扱っています。 
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